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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
                                       
当社は､平成 20 年２月 13 日開催の取締役会において､「定款の一部変更の件」を平成 20 年３月

23 日（日）開催予定の第 17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 
 
 

記 
 
１.定款変更の理由 
 ①当社お客様の相続・遺言についてサポートおよびエリアカンパニー、エリアパートナーが信

託契約代理店として活動するためのサポートを行うため、第２条（目的）に「信託契約代理

業」を追加するものであります。 
   ②株式取扱規則に「株主の権利行使の手続」を定めるため、第９条（株式取扱規則）に所要の

変更を行うものであります。 
   ③経営体制の強化のため、第 18 条（員数）を変更し、取締役の員数を 12 名以内とするもの

であります。 
  

 
  ２.定款変更の内容 
    変更の内容は別紙のとおりであります。 
 
  ３.日程 
    定款変更のための株主総会開催日   平成 20 年３月 23 日（日） 
    定款変更の効力発生日        平成 20 年３月 23 日（日） 
 

 
                                                              以 上 
 

 

 



 別紙

     変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現行定款 変更案

第２条

   

   

   

   

   

(目的)

当会社は、・・・・。

　　　　・　

　　　　・

　　　　・

　　　　・

19.･････････

　(新　設)

20.上記各号に附帯し関連する一切

の業務

第２条 (目的)

当会社は、・・・・。

　　　　　・

　　　　　・

　　　　　・

　　　　　・

19.･･････････

20.信託契約代理業

21.上記各号に附帯し関連する一切

の業務

(株式取扱規則)  

第９条 当会社の株式に関する取扱いおよ

び手数料は、法令または本定款の

ほか、取締役会において定める株

式取扱規則による。

(株式取扱規則)  

第９条 当会社の株式に関する取扱いおよ

び手数料ならびに株主の権利行使

の手続きは、法令または本定款の

ほか、取締役会において定める株

式取扱規則による。

(員数)  

第18条 当会社の取締役は、10名以内とす

る。

(員数)  

第18条 当会社の取締役は、12名以内とす

る。
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